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報告事項第 1号

国民スポーツ大会 。全国障害者スポーツ大会の概要

1 概要

国民スポーツ大会 (現在の国民体育大会)は、昭和 21年に京都府を中心とした京阪神地区で第 1

回大会が開催 され、以降、各都道府県の持ち回り開催 となり、広く国民の間にスポーツを普及 し、ス

ポーツ精神を高揚 して国民の健康増進 と体力の向上を図 り、併せて地方スポーツの振興と地方文化の

発展に寄与するとともに、国民生活を明るく豊かにすることを目的に毎年開催 されるスポーツの祭典

です。

全国障害者スポーツ大会は、昭和 40年から身体障害のある人を対象に行われてきた 「全国身体障

害者スポーツ大会」 と平成 4年から知的障害のある人を対象に行われてきた 「全国知的障害者スポー

ツ大会」を統合 した大会として、平成 13年から国体終了後に同じ開催地で開催 されている大会で、

障害のある人が競技等を通 じてスポーンの楽 しさを体験するとともに、国民の障害に対する理解を深

め、障害のある人の社会参加の推進に寄与することを目的として毎年開催される障害者スポーツの全

国的な祭典です。

2 大会名称、愛称、スローガン

国民体育大会は、令和 6年に開催される第 78回大会以降、国民スポーツ大会に名称変更され、略

称は国スポ (こ くすぽ)と なります。

令和 7年に滋賀県で開催される第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会につ

いては、愛称を 「わたSHIGA輝 く国スポ・障スポ」、スローガンを「湖国の感動 未来へつなぐ」

とされています。

3 主催

国民スポーツ大会の主催者は、公益財団法人日本スポーツ協会、文都科学省、開催地都道府県とな

ります。また、各競技会については、日本スポーン協会力日盟競技団体、会場地市町を含めたものとな

ります。

全国障害者スポーツ大会の主催者は、公益財団法人 日本障がい者スポーツ協会、文都科学省、開催

地都道府県および市町に、その他の関係団体を加えたものとなります。

4 大会の開催時期等

【国民スポーツ大会】

。開催時期 :9月 中旬～ 10月 中旬

。開催期間 :11日 間以内

【全国障害者スポーツ大会】

。開催時期 :原則 として国民スポーツ大会の直後

。開催期間 :3日 間
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5 実施予定競技

【国民スポーツ大会】

滋賀県で開催される第 79回国民スポーツ大会における実施予定競技は次のとおりです。
(1)正式競技 (37競技)

①毎年実施競技 (36競技)

陸上競技、水泳、サンカ~、 テニス、ボー ト、ホッヶ
=、

バレーボール、体操、バスケットボール、
レスリング、セージング、ウエイ トリフティング、ハンドボール、自転車、ソフトテニス、

‐
卓球、

軟式野球、相撲、馬術、柔道、ノフトボール、フェンシング、バ ドミントン、弓道、ライフル射撃、
剣道、ラグビーフットボール、スポーツクライミング、カヌー、アーヂェリ

=、
空手道、銃剣道、

なぎなた、ボウリング、ゴルフ、 トライアスロン

②隔年実施競技 (2競技のうち 1競技を実施)

ボクシング、クレー射撃 (第 79回国民スポーツ大会ではボクシングを実施)

(2)特別競技 (1競技)

高等学校野球 (硬式および軟式 )

(3)公開競技 (7競技 )

綱引、ゲー トボール、武術太極拳、ノくワー ジフティング、グラウン ド・ゴルフ、バ ウン ドテニス、
エアロビック

(4)デモンストレーションスポージ

県民を対象とし、滋賀県にて種目が決定されます。

ノルディック・ゥォーク、インディアカ、スポーッゥエルネス吹矢 等

【全国障害者スポーツ大会】

滋賀県で開催される第 24回全国障害者スポ=ン大会における実施予定競技は次のとおりです。
(1)正式競技 (14競技)

陸上競技、水泳、アーチェリー、卓球、フライングディスク、ボゥリング、ボッチャ、
バスケットボール、車いすバスケットボール、ノフトボール、グランドンフトボール、
フントベ~ス ボール、バレーボール、サッカー

(2)オープン競技

滋賀県、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会、文都科学省による協議の上、決定されます。
知的障害者バ ドミン トン、スポーツウェルネス吹矢、ゴールボール
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草津市開催競技および開催施設

【国民スポーツ大会】

【公開競技】

【デモンストレーションスポーツ】

【全国障害者スポーツ大会】

5

競泳

全種別

飛込

水球
少年男子

女子

単独開催(仮称)草津市立プール

アーティステイ

ックスイミング
少年女子

水泳

総合体育館成年男子 共催 近江人幡市 (少年男子 )

守山市 (少年女子)YMITア リrナ成年女子

バ.レーボール

共催 大津市 (成年・少年男子 )

野洲市 (成年女子)

YMITア リーナ少年女子バスケットボール

共催 近江人幡市、守山市、

甲賀市、東近江市、日野町
車津グリーンスタジアム成年男子軟式野球

束近江市 (成年男子)

高島市 (成年女子)

守山市 (少年女子)

共催

野村運動公園グラウンド少年男子ソフ トボール

単独開催全種別 YMITア リ生ナバウンドテニス

単独開催草津川跡地公園ノルデイック・ウオーク

単独開催YMITア リーナスポーツウエルネス吹矢

単独開催YMITア リーナインディアカ

単独開催(仮称)草津市立プール身・知水泳

共催 近江人幡市 (身体)

湖南市 (知的)
総合体育館精バレーボール
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わたSHIGA輝く国スポ(第 79回 国民スポーツ大会)競技会会期 別 紙

会場亀 武典会場
典
散

武
日武奥

9月 10月

２８

日

２９

Ｈ

３。

火

―

水

2i S
木 1金

４

上

5

日

６

月

７

火

総合開会式

総合開会式
彦根市

彦根総合スポーツ公園陸上競技場

彦根総合スポーツ公囲陸上競技場

1

1

●

0

【正式競技 (本会期)】

会場地 戯技会増
技
数

競
日競技名 糧 目 種別 邪

日

２９

月

３０

災

１

末

２

太

９

金

４

土 呂十日iえ

８

水

陸上競技 全種別 彦根市 海根総合スポーツ公園陸上競技場 5 0 0 ● 01 01

サッカー

成年男子

′少年男子

少年男子
少年女子

少年女子

少年女子

東近江市

守山市

甲賀市

大津市

大津市

東近江市裕合週助公園■引陣上競技堀

京セラ株式会社滋賀八日市工娼総合グラウンド

野洲川歴史公四サッカー場 (ビ ッグレイク)

甲賀市水ロスポーツの森陸上競技鳩

皇子山構合運動公園陸上競技娼

伊答立公四芝生グラウン ド

３

一
２

一
５

一
３

一
４

一
１

●

0

●

テニス 全種別 六津市 大石緑地スポーツ村テニスコー ト 4 0 ● ● 0 |

ポート 全種別 大津市 閥西みらいローイングセンター (滋賀県立琵琶湖清艇場) 4 0 01 01●

ホッケー

屈年男子
成年女子

少年男子
少年女子

米原市

OSPホ ッケースタジアム (滋賀県立伊吹運動増 )

米原市伊吹第 1グ ラウン ド

|

|

01
- ―」

。 |。 |。 |

● ● 00

|

ポクシング
成年男子
成年女子
少年男子

東近江市 東近江市能登川アリーナ 5 ● 0 0 ● ●

バレーポール 6入制

成年男子 車津市 革津市立整」合体育館

YMITア リーナ (く さつシテイアリーす)

近江八相市立運動公園体育館

守山市民体育館

4 0 ● ●

0 0

●

●

●

0

0

0
●

0

|咸年女子 車浄市

近江八標市

守山市

少年男子

少年女子

バスケットボール

成年男子

成年女子

少年男子

大津市

野洲市

大津市

滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ)

野洲市総合体有館

滋賀ダイハツアリーナ (滋賀アリーナ )

|

: |● loi● ●

|:|01 0

少年女子 車津市 YMITア リーナ (く きつシティアリーナ) 5 ● ● ● ● 0

レスリング

成年男子
少年男子

女 子

粟東市 栗京市民体育館

4

2

|。 ●

|。 F。
?IPI_Ⅲ _|

|   十   1   1

セーリング 全種別 大津市 大津市柳が崎特設セー リング会場 4 0 ● 1 0 。 |   | |

ゥエイトリフテイング
成年男子
少年男子

女子
高島市 滋賀県立安曇川高等学校体育館 5 ● ● 0 0 01

ハンドポール

胴足年男子
成年女子

少年男子

少年男子
少年女子

彦根市

近江八悟市

彦根市

プロシードアリーナHIKONE(彦 根市スポーツ・文化東証セ

∠タ ツ _ __   _   _   __    ~~
あづちマリエート

近江八悟市立運動公四体育館

彦構グリーンアリーナ (彦根総合高等学校体育館 ) 2

| |。 |。 |。 |。
i。

lil平 |二
少年女子

ソフトテエス 全種別 長浜市 長浜市民庭球場 4 ● 010101

卓球 全種別 野洲市 野洲市総合体育館 5 ol o ● 。 | 。 |

軟式野球 成年男子

近江八情市 近江八輌市立運動公田野球堀

車津グリーンスタジアム

守山市民球場

甲賀市民スタジアム

東近江市ひばり公四湖東スタジアム

大谷公田野球娼

1 !01

車津市

守山市

甲賀市

東近江市

E野町

２

一
２

一
３

一
４

1 _生 _

2

相撲
屈年男子
少年男子

長浜市 長浜バイオ大学 ドーム (滋賀県立長凝 ドーム) 3
1 01 0 0

用術

成年男子
成年女子

少年

兵庫県
三ホ市

三木ホースラン ドパーク 5 ●  0 ● 0 0

フェンシング 全種別 大津市 ウカルちやんアリーナ (滋賀県立体百億 ) 4 0 ● 。 | 。 I   I   I   I

柔道

成年男子
少年男子

女子

長浜市 長浜伊番ツインアリーナ 3 ● 0 ●

ソフトポール

成年男子

成年女子

東近江市

高島市

車津市

守山市

東近江市総合運動公田布引多目的グラウン ド

高島市今津総合週勁公四第 1グラウン ド

高島市今津総合運動公園第 2グラウン ド

車津市立野村運動公園グラウン ド

守山市民運動公園ソフ トポール場

守山市民球場

3

0  ●

01 0
~~~~i¬

Б「¬「〒石F~
010

-  ■――|―
――

01 0

子十二十3

3

少年男子 3

卦士T
。 |   |   |   |

一 ― |

| |

少年女子

3

3

バドミントン 全種別 大津市 滋賀ダイバツアリーナ (滋賀アリーナ) 4 0 ● ● ●

弓道 全種別 彦根市
プロシードアリーナHIKORE(彦 根市スポーツ・文化交流セ
′`々 ―Ⅲ

4 。 |。 |。 01 |  |  |
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競技 種 日 会場地 館機会娼 歳捜
日数

10
２８

日

四

月

３０

火

―

来

２

太

３

金

４

土

５

日

６

月

７

火

８

水

ライフル射撃

25m

50m

10m

BR・ 8P

成年男子 大津市

大阪府
豊純郡絶勢

町

滋賀県警察学校射學増

縮勢ライフル射撃鳩

3

4

● i●

0 ● 0

成年男子
成年女子

全種別

少年男子
′t>毎士早

剣道 全種別 湖南市 湖南市総合体育館 3 1 01 0 0 1

ラグビーフット
ボール

7入制

16入制

成年男子

女子

少年男子

野洲市 滋賀県希望が丘文化公囲

２

一
２

一
４

01

1 0 01
スポーツクライ
ミング

リード

ポルダリング

全種別

全種別
竜工町 竜工町構合運Ht公 園

３

一
３

IP i生
1 01 0

カスー

スプリント

スラローム

ワイルドウォー
ター

全種別

成年男子
成年女子

京近江市

大淳市

伊庭内湖特設コース

瀬田川特段カヌー会堀 「
― |

●

●

02

アーチエリー 全種別 愛荘町 愛荘町スポーツセンター楽荘グラウンド 3 _ | | |。 |。 す。 |
空手道 全種別 大津市 ウカルちやんアリーナ (滋 賀県立体育館 ) 3 ● Oi0
航剣道 成年男子

少年男子
高島市 新旭体育館 3

|

0 0

なぎなた 成年女子
少年女子

溝根市
督高系三凡

ク株式会社 くらしアプライアンス社彦根工増多
3 0 0 0

|

ポウリング 全租別 彦根市 ラピュタポウル彦根 5 1010 0 。 101

ゴ,レフ

成年男子

少年男子

女子

粟京市

甲貨市

東近江市

琵琶湖カントリー倶業部

ペアズパウジャパンカントリークラブ

名神八日市カン トリー倶楽部

3

3

3 :|=:
―■―-  1 -―   . ―――

― ― ―
i   ―

「

  十
一 ―

|    |

トライアスロン 成年男子
成年女子

近江八標市 近江八幡市特設 トライアスロン会場 1 ●

【正式競技 (会期前1回 日)】

【正式競技 (会期前 2回日)】

【特別競技】

【公開競技】

競技 祖 目 穏】Ⅲ 後増増 競技会嬌 歳技
日敗 Ｓ

Ｉ

７

日

８

月

９

火

１０

来

河

太
12
◆

‐３
土

14

日

15

月

‐６

災

水泳

競泳 全種別

全租別

革津市 (仮称)卒津市立プール

長浜市南浜町地先特設会堀

3 ● 0 01
飛 込

水鎌

3

●

● 0 0

4 ● ●

一

●
I

アーティスティッ
クスイミング
オープンウォー
タースイミング

少年女子
1 0

男子
女子

長浜市
1 0

体操

競技

新体操

トランポリン

全租別

少年男子
少年女子

男子
女子

大津市 滋賀ダイハッァリーナ (滋賀アリーナ)

4 ● :

●

2

1

バレーボール ピーチバレーポー
,レ

少年男子
少年女子

長浜市 豊公四自由広場特設会場 4 0● 0●

勲敏 糧 日 租用 後場拍 競技会場
技
数

歳

日

鼠疲 R
9月

17

水

18
太

1 ２２

月

２３

災

２４

来

２５

末

２６

金
|

２７

土

自転車

トラック・レース
成年男子
少年男子

女子

成年男子
少年男子

女子

京都府
向日市

東近江市

向日町競輸場

東近江市特設ロー ドレースコース

4

1

競技名 租 目 狙慶 会場進 麟技会娼
技
敗

競

日

9 lC
２８

日

２９

月

３。

火

―

水

２

太

３

金

４

土

６

日

６

月

７

災

８

水

高等学校野球

式

・
　

式

硬

一　

敬

市

一
市

津

．
賀

大

　

甲

高島市

ｒ囲
坐運

　
．

合構
　
一

山
　
一

子里
　
一

山ｆムア
　
　
ム

ジ
　
　
ア

，
　
　
ジ

ス
　
　
タ

ト
　
一
ス

ツ
　
一
民

不
　
一
市

イ
♭
・
賣

マ
増
一
甲

高島市今津構合運動公国今津スタジアム

3 ●  0

0 ●

0 ●

戯技 会場始 歳敏会場 躍薇
日敵 蟻敏日程

綱 写I 近江八輌市 近江八情市立運勲公田体育館 2 9  月  6  日 (■ ) ～  9  月  7  日
ゲートポール 長浜市 オ大学 ドーム (滋賀県立長浜 ドーム) 2 9  月  6  日 9  月  7  日  (日 )

野洲市 野洲市総合体育館 2 8  月  30  日 (■ ) ～  8  月  31  日  (日 )パワーリフティング 票東市 采京市民体育館 2 9  月  20  日 9  月  21  日  (日 )グラウンド・ゴルフ 甲賀市 甲賀市水ロスポーッの森 2 9  月  13  日 (■ ) ～  9  月  14  日 )′`ウンドテエス 車津市 YMIイァリーナ (く さつンティアリーナ) 2 9  月  20  日 9  月  21  日  (日 )エアロビック 守山市 2 8  月  23  日 (上 ) ～  8  月  24  日  (日 )
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報告事項第 2号

開催準備経過

年 月 日 経 過 概 要

平成 25年  2月 14国

平成 25年  3月 22日

知事が県議会 (平成 25年 2月 定例会)の提案説明において、第 79回国

民体育大会を招致 したい旨を表明

県議会 (平成 25年 2月 定例会)において、「第 79回口民体育大会の招

致に関する決議」を全会一致で可決

平成 25年 4月 11日

平成 25年  7月 24日

平成 25年 10月 31日

滋賀県、滋賀県教育委員会および公益財団法人滋賀県体育協会から文部科

学大臣および公益財団法人日本体育協会会長に対し、「第 79回国民体育

大会開催要望書」を提出

公益財団法人日本体育協会の理事会において(開催申請書提出順序の了解

(開催内々定)

第 79回国民体育大会滋賀県開催準備委員会設立総会・第 1回総会および

第 1回常任委員会開催

平成 26年  5月 26日 第 79回国民体育大会滋賀県開催準備委員会第 2回常任委員会および第

2回総会開催

主会場 【総合開・閉会式、陸上競技】を彦根総合運動場に決定

平成 27年  8月 31日 第 79回 国民体育大会滋賀県開催準備委員会第 3回常任委員会および第

3回総会開催

平成 28年 8月  3日 第 79回国民体育大会・第 24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備

委員会第4回常任委員会および第 4回総会開催

国体会場地市町第二次内 【バレーボ―ル (成年男子、成年 )

スケットボール (少年女子)、 ソフトボ―ル (少年男子)】

平成 29年  6月 13日

平成 29年  7月 31日

第79回国民体育大会。第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備

委員会第7回広報・県民運動専門委員会において 【両大会のマスコットキ

ャラクター「キャンフイ~・ チャンフイ~」 が決定】

第79回国民体音大会。第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備

委員会第5回常任委員会および第5回総会開催

国体会場地市町第二次内定 【軟式野球 (成年男子)】

平成 30年  5月 21日

平成 30年  6月 14日

平成 30年  9月 16日

平成 30年 10月  1日

平成 30年 10月  2日

第79回国民体育大会・第 24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備

委員会第6回常任委員会および第6回総会開催

公益財団法人白本スポーツ協会平成 30年度第 1回国民体育大会委員会

において、第78国大会以降 【大会名称は「国民スポーツ大会」、略称は

「国スポ (こ くすぽ)」 】とすることを承認

第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」【敦賀市 (競泳)、 金沢市

(飛込)】 視察    `
第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」【福井市 (ソ フトボール)】

視察

第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」【永平寺町 (バ スケット
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平成 30年 10月  5日

平成 30年 10月 13日

平成 30年 11月  5日

～ 6日

平成 30年 11月  7日

～ 8日

平成 30年 11月 13日

～ 14日

平成 31年  2月 12日

ボーィレ)】 視察

第73回国民体育大会「福井しあわせ元気国体」【あわら市 (バ レーボー

ル)】 視察

第18回全国障害者スポーン大会「福井しあわせ元気大会」【敦賀市 (水

泳)、 あわら市 (バ レーボール)】 視察

中央競技団体正規視察 【軟式野球】実施

第79回国民体育大会。第24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備

委員会第 13回広報 。県民運動専門委員会において 【両大会の愛称「わた

SHIGA輝 く国スポ・障スポ」およびスローガン「湖国の感動 未来ヘ

つなぐ」が決定】

ボール】実施中央競技団体正規視察 【ソフ ト

ル】実施体正規視察 【バレーボー中央競技

令和元年 5月 17日

令和元年 6月  3日

令和元年  7月 17日

令和元年  9月 12日

～ 13日

令和元年 10月  3日

～ 4日

令和元年 11月  4日

～ 5日

令和元年 12月 18日

～ 19日

平成 31年

令和元年

4月  1日

5月 15日

教育委員会事務局内にスポーツ大会推進室を設置

第76回国民体育大会 「二重とこわか国体」【津市 (バ レーボール、バス

ケットボール)、 伊賀市 (軟式野球)】 準備状況視察

委員会第 7回常任委員会および第 7回総会開催

滋賀県が公益v団法人日本スポーツ協会および文部科学省に射 し、開催申

請書を提出

公益財団法人日本スポーツ協会第3回理事会において、第79回国民スポ
ーツ大会の開催地を滋賀県に内定

第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」【ひたちなか市 (競泳、
飛込、アーティスティックスイミング)、 土浦市 (水球)】 視察

第74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」【ひたちなか市 (バ レー
ボール)、 土浦市 (軟式野球)】 視察

第 74回国民体育大会「いきいき茨城ゆめ国体」日立市事業概要説明会 (バ

スケントボ~ル)出席

ル (精 )】定 【バ レーボーポ

ニス】

ボール】実ザ市【バスケット

4

一次内定 【バ ウン国スポ公 競技会場地市町第

陸 ス

中央 競構 団

スポーッ

令和 2年  6月  1日

令和 2年  7月  1日

令和 2年 10月  8日

第 79回国民スポーン大会。第 ?4回全国障害者スポーン大会滋賀県開催

準備委員会第 8回常任委員会および第 8回総会開催 (書面開催)

令和 7年 (2025年 )第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者
スポーツ大会開催地を擁賀県に内定

ス吹矢】スポーツゥェァレネ、インディアカt【ノルディック・ ウォーク

一 々 内 Pと了峰 爆 111市 MT笹― シ ョンス ― ツ 宝 怖 詩 持 ム`I、 レモ ン ス

10



令和 3年  3月 22日 第 79回 民スポーツ大会・第 24 全 国 スポーツ 県開催

準備委員会第 9回常任委員会開催

国スポ会場地市町第七 惹 【水泳 (競泳、麓ム、水球、ア―テ ィステ

ス ン

瞳スポ会 市 冒1'T笛 次内庁 【水泳 r身・知 )】

令和 3年  7月 19日

令和 3年  8月  3日

令和 3年 10月 29日

第 79回国民スポーツ大会。第 24回全国障害者スポーツ大会草津市準備

委員会設立発起人会開催

第 79回国民スポーツ大会 。第 24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催

準備委員会第 10回常任委員会および第 9回総会開催

79 ス 2 スポー

委員会設立総会・第 1回総会開催

令不日4年  4月 18日

令和 4年  5月 23日

令和 4年  5月 27日

～ 28日

令和 4年 7月  1日
～ 3日

令和 4年  7月 14日

令和4年  8月  7日

令和 4年  8月 29日

令和 4年  9月  9日

令和 4年  9月  9日
～ 19日

令和 4年 10月  1日
～ 2日

令和 4年 10月  5日
～ 10日

令和 4年 10月 28口

～ 30日

令和 4年 12月  9日

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催

準備委員会第 11回常任委員会開催 (書面開催 )

中央競技団 規視察 【水泳 (競泳 。飛込・水球・アーテイスティックス

イミング)】 実施

第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」【益子町 (ウ オーキング)】

視察

第77回国民体育大会 「いちご一会とちぎ国体」【宇都宮市 (JVA調整

会議、姫火イベント】視察

SHIG スポ・ ス 79 ス 2

回全国障害者スポーツ大会)の開催決定

わたSHIGA 輝 く国 スポの 期が決定

(令和 7 年 9月 28日 ( )～ 10月 8日 (水 ))

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催

準備委員会第 12回常任委員会および第 10回総会開催

わたSHIGA輝 く国スポ・障スポ実行委員会第 1回総会開催

9 スポー 24 スポーツ

委員会第 1回常任委員会・第 2回総会開催

わたSH IGA輝く国スポ 。障スポ 実行委員 へ改組

わたSHIGA輝 く障スポの会期が決定

僻淵ヨ7年 10 月 2 5日 (上)～ 27 日 (月 ))

第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」【守都宮市 (AS、 飛込、

競泳)】 【小山市 (水球)】 視察

第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」【宇都宮市 (バスケット

ボール)】 視察

第77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」【宇都宮市 (バスケット

ボール、軟式野球)】 【佐野市 (バ レーボール)】 【鹿沼市 (バ レーボール)】

【足利市 (ソ フトボール)】 視察

第22回全国障害者スポーツ大会「いちご一会とちぎ大会J【佐野市 (バ

レーボール (精 ))】 【宇都官市 (水泳 (身 。知))】 視察

わたSHIGA輝 く国スポの競技会会期が決定
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令和 4年 12月 15日

～ 16日

令和 4年 12月 15日

～ 16日

令和 4年 12月 20日

～ 21日

令和 4年 12月 22日

～ 23日

第 77回国民体育大会「いちご―会とちぎ国体」足利市事業概要説明会 (ノ

フトボール)出席

第 77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」佐野市事業概要説明会 (バ

レーボール)出席

第 77口国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」ノ1ヽ 山市事業概要説明会 (水

球)出席

第 77回国民体育大会「いちご一会とちぎ国体」宇都宮市事業概要説明会

(競泳、飛込、アーティスティックスイミング、バスケットボー′レ、軟式

野球)出席
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報告事項第 3号

令不日3年 10月 29日

第 1回総会決定

第 79 国民スポーツ大会・第 24 全国障害者スポーツ大会口 口

1

草津市開催基本方針

基本方針

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会は、競技力の向上や競技人口の拡

大の契機 とするとともに、すべての市民がスポーツヘの関心を高め、スポーンに親 しむことで、生

涯にわたつて、一人ひとりが自らの健康を大切にし、幸せが感 じられるまち「健幸都市くさつ」を

推進する大会を目指 します。

また、多様な主体 との協働による大会運営を通じて車津市の魅力を全国に発信する絶好の機会と

するとともに、年齢・性別・障害のあるなしを問わず、市民総参加によるあたたかいおもてなしや

情報発信等に取 り組むことで、夢や感動、連帯感を共有でき、本市が描 く「ひと。まち 。ときをつ

なぐ 絆をつむぐ ふるさと健幸創造都市 草津」につながる大会を目指 します。

2 実施 目標

(1)ス ポーンで車津を元気にする大会

市民一人ひとりのライフスタイルに応 じた 「する」「みる」「支える」「知る」という多様なスポ

エツの関わ り方を通じて、心身の健幸づ くりに取 り組むことに対する関心を高め、行動につなげ

るきつかけとなる大会を目指します。

(2)すべての人がともに支え合い、協働でつくる大会

年齢・性別・障害のあるなしを問わず、主体的に大会に参画することを図り、大会の準備や運

営を通 じて、自己実現の機会を拡げるとともに、人と人との絆を育み、協イ朝Jし、ともに支え合 う

社会の実現につながる大会を目指 します。

(3)草津の魅力を再発見し、まちの活性化につなげる大会

本市の歴史や文化、社会活動等の地域資源の魅力を見つめなお し、全国にアピールするととも

に、大会の準備や運営、おもてなしの経験をもとに、交流人口の増加等による地域経済の活性化

につながる大会を目指します。

(4)草津の子が、育ち、活躍する大会                     ′

草津の地で選手が育ち、その選手が指導者 となつて次の世代を育てるなど、草津のスポーツの

発展を支える好循環の形成に努めるとともに、次代を担 う子 どもが夢を育み、実現に向けて取 り

組むことの大切さを学ぶ機会となる大会を目指します。

(5)草津の未来に負担を残さない大会

大会運営の簡素化・効率化や既存施設の有効活用を図るとともに、新たな施設は、環境に最大

限配慮 し、大会終了後の持続的な活用が可能で、誰もが使いやすい施設とします。
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1

報告事項第 4号

令和 4年 8月 29日

第 1回常任委員会決定

第 79 国民スポーツ大会・第24回全国障害者不ポーツ大会

草津市開催推進総合計画

趣旨

第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会 (以下「両大会」という。)

の成功に向け、市民総参加による取組を通じて、夢や感動、連帯感を共有でき、本市が描

く「ひと。まち 。ときをつなぐ 絆をつむぐ ふるさと健幸創造都市 草津」につながる

大会を目指し、「第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会草津市開催

基本方針」に基づき、開催推進総合計画を定めるものとする。

2 推進項 目

(1)総務企画     c
県、競技団体、関係機関および関係団体 (以下 「県等」とい う。)と 連携 し、両大会

を一過性のものとせず、将来のまちづくりにつながる大会とするため、総合的な計画を

立案 し、施策を推進する。

(2)財務

県等との相互協力のもと、創意工夫をこらしながら簡素な中にも実 りある両大会を目

指 し、適切で効率的な運営を図る。

(3)広報

両大会に対する市民の関心や参加意欲を高めるため、効果的な広報活動を積極的に展

開するとともに、本市が有する歴史や文化、社会活動等の地域資源の魅力にっいて、本

市を訪れる方々をはじめ、全国に発信する。

(4)市民運動

市民総参加のもと一丸となつて大会を盛 り上げていくことにより、両大会開催の意義

を広めるとともに、市民一人ひとりが両大会を身近に感 じ、活躍できる大会を目指す。

(5)歓迎・接伴                          ′

選手や監督をはじめ、本市を訪れる方々を温かくお迎えするとともに、本市の魅力あ

る観光、産業等を広く紹介 し、もう二度訪れていただける心のこもつたおもてなしを提

供する。

(6)競技

県等 との連携を強化 しながら、競技会の円滑で効率的な運営を図るとともに、競技会

の実施に必要な用具等については、可能な限 り現有のものを活用または借用するなど、

必要最小限の整備 とする。
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(7)式典

表彰式等は、選手等の負担にならないよう、簡素な装飾や演出に努めることを基本と

しつつ、倉1意工夫をこらした温かみのあるものとする。

(8)施設

国民体育大会開催基準要項に規定されている施設基準を尊重 し、既存施設の有効活用

に努めることを前提としながら、両大会終了後の施設利用を踏まえた整備を図る。

(9)宿泊

宿泊施設等との連携により、選手や監督をはじめ、本市を訪れる人々を温かい気持ち

でお迎えし、安全で快適に過ごしていただける配宿体制の確立を図る。

(10)医事・衛生

両大会にかかわる人々の健康を確保するとともに、両大会を快適な環境のもとで開催

するため、県等と連携を強化 し、食品衛生および環境衛生に配慮するとともに、防疫対

策ならびに医療救護体制の確立を図る。

(11)輸送・交通

本市の交通事情を考慮 しながら、交通事業者およびその他関係機関との連携により、

安全かつ効率的で確実な輸送手段の確保に努めるとともに、公共交通機関等の利用を促

■するなど、交通混雑の緩和や環境に配慮した輸送・交通体制の確立を図る。
(12)称警備・消防

競技会場およびその他の大会関係施設における治安の確保や災害の防止、非常時にお

ける緊急対応に万全を期するため、県等と連携 し、警備・消防防災体制の確立を図る。
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参考資料
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報告事項第 5号

令不日4年 8月 29日

第 1回常任委員会決定

第 79 口 国民スポーツ大会 。第 24回全国障害者スポーツ大会

草津市準備委員会専門委員会規程

(趣 旨)

第 1条  この規程は、第 79回国民スポエツ大会第 24回全国障害者スポーツ大会草津市準備委員会

会則第 13条第 4項の規定に基づき、第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーン大

会草津市準備委員会専門委員会 (メ下「専門委員会」とい う。)の組織および運営に関し、必要な事

項を定めるものとするも

(名 称等)

第 2条 専門委員会の名称並びに第 79回国民スポーツ大会 。第 24回全国障害者スポーツ大会草津

市準備委員会常任委員会からの付託事項および委任事項は、別表のとおりとする。

(役員 )

第 3条 専門委員会に、次の役員を置く。

(1)委員長   1名
(2)副委員長 若干名

(役員の選任 )

第 4条 役員は、専門委員の うちから第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会

草津市準備委員会会長 (以下 「会長」とい う。)が委嘱する。

(役員の職務 )

第 5条 委員長は、専門委員会を代表 し、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐 し、委員長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ委員長

が指名 した副委員長が、その職務を代理する。

(会議 )

第 6条 専門委員会は、必要に応 じて委員長が招集する。

2 専門委員会の議長は、委員長または委員長が指名 した者がこれに当たる。

3 専門委員会は、専門委員の過半数の出席がなければ開会 し、議決することができない。

4 専門委員会に出席することができない専門委員は、あらかじめ通知 された事項について、代理人

に権限を委任 し、または書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席

したものとみなす。

5 専門委員会の議事は、出席委員 (代理人に権限を委任 し、または書面で議決に加わつた者を含む。)

の過半数をもつて決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 専門委員会は、必要に応 じて、専門委員以外の者に専門委員会への出席を求めることができる。

7 委員長は、必要があると認めるときは、委員 |こ 、事前に送付 した議案に対 し書面をもつて表決を

求め、その結果を専門委員会の議決に代えることができる。

(専門部会)

第 7条 専門委員会は、運営上必要があるときは、専門委員会に専門部会を設置 し、専門的事項につ
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いて調査研究等を行わせ、その結果を報告させることができる。

2 専門部会の委員は、会長が委嘱する。

3 第 3条から第 6条までの規定は、専門部会において準用する。

4 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。

(委任)

第 8条 この規程に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定め
る。

付則

この規程は、令和 4年 8月 29日 から施行する。
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別表 (第 2条関係 )

名 称 付託事項 委任事項

総務企画

専門委員会

1 総務企画に関すること。

2、 広報および市民運動に関すること。

3 歓迎および接伴に関すること。

4 他の専門委員会に属 さない事項に関

すること。

左記付託する事項の うち、事業の実施

に関すること。

競技式典

専門委員会

1 競技に関すること。

2 式典に関すること。

3 施設に関すること。

4 その他当該専門委員会に関すること。

左記付託する事項のうち、事業の実施

に関すること。

宿泊衛生

専門委員会

1 宿泊に関すること。

2 医事・衛生に関すること。

3 その他当該専門委員会に関すること。

左記付託する事項のうち、事業の実施

に関すること。

輸送交通

専門委員会

1 輸送・交通に関すること。

2 警備・消防に関すること。

a その他当該専門委員会に関すること。

左記付託する事項のうち、事業の実施

に関すること。
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1

審議事項第 1号

わたSHIGA輝 く国スポ・障スポ車津市宿泊基本計画 (案 )

目的

第 79回国民スポーツ大会 。第 24回全国障害者女ポーツ大会 「わた SHIGA輝 く国

スポ・障スポ」に参加する選手、監督、役員、視察員、報道員その他の関係者 (以下 「大

会関係者」という。)の宿泊および食事については、「第 79回国民スポーツ大会 。第 2

4回全国障害者スポーツ大会草津市開催推進総合計画」に基づき、宿泊施設等との連携に

より大会関係者を温かい気持ちでお迎えし、安全で快適に過ごしていただける体制の確立

を図る。

2 内容

(1)宿泊

ア 大会関係者の宿泊は、原則 として市内の旅館等 (旅館業法の許可を受けて営業を行

う旅館(ホテルおよび簡易宿所をい う。以下同じ。)と する。

イ 市内の旅館等で大会関係者を収容することが困難な場合は、県、関係機関および関

係団体等と協議の うえ、公共施設や近隣市町の旅館等を利用する。

ウ 風紀上、衛生上および安全対策上支障があると認められる旅館等は、利用しない。

(2) 酉己拓旨

ア 選手、監督および役員の配宿は、競技会場および練習会場までの交通状況等を考慮

し、大会運営に支障のないよう留意 して行 う。ただし、事情により近隣市の旅館等に

配宿する場合は、県と協議 して行 う。

イ 選手、監督の配宿は、都道府県別、競技別、競技種別または男女別を考慮して行 う。

ウ 役員、視察員、報道員その他の関係者の配宿は、原則として選手、監督の旅館等と

イま別にする。

(3)宿泊料金

大会関係者の宿泊料金は、県と旅館等の関係団体との間で協議の うえ、公益財団法人

日本スポーツ協会において決定されたものを適用する。

(4)食事

大会参加者に提供する食事は、衛生面や栄養バランスに配慮するとともに、地元のさ

まざまな食材を取り入れた郷土色豊かなものとする。
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審議事項第 2号

わたSHIGA輝 く国スポ 。障スポ草津市医事・衛生基本計画 (案 )

1 目的

第 79回国民スポーツ大会 。第 24回全国障害者スポーツ大会 「わたSHIGA輝 く国

スポ・障スポ」に参加する選手、監督、役員、視察員、報道員その他の関係者ならびに一

般観覧者 (以下「大会参加者」とい う。)の医事 。衛生については、 「第 79回国民スポ

ーツ大会 。第 24回全国障害者スポーツ大会草津市開催推進総合計画」に基づき、大会を

快適な環境のもとで開催するため、県、競技団体、関係機関および関係団体と連携し、食

品衛生および環境衛生に配慮するとともに、防疫対策および医療救護体制の確立を図る。

2 内容

(1)医療救護

大会参加者の傷病の発生に速やかに対処するため、関係機関、関係団体の協力を得て、

各競技会場に救護所を設置するとともに、応急処置および医療機関への移送等、医療救

護体制を整える。

(2)防疫

大会参加者の感染症の発生およびまん延を防止するため、関係機関、関係団体の協力

を得て、防疫体制を整えるとともに、防疫に対する意識の向上を図る。

(3)食品衛生

大会参加者の食の安全、安心を確保するため、関係機関、関係団体の協力を得て、宿

舎および食品取扱施設等の指導に努めるとともに、食品衛生に対する意識の向上を図る。

(4)環境衛生

大会参加者に清潔で快適な環境を提供するため、関係機関、関係団体をはじめ広く市

民の協力を得て、宿舎の衛生対策、廃棄物の適正な処理、衛生害虫等の駆除、飲料水の

衛生対策等に努めるとともに、環境衛生に対する意識の向上を図る。





参 考 資′料
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【資料 3】 第79回国民スポエツ大会。第24回全国障害者スポーン大会

草津市準備委員会総会から常任委員会への委任事項
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参考資料 1

令和 3年 10月 29日

設立総会決定

わた SHIGA輝 く国スポ・障スポ

草津市実行委員会会則

第 1章 総則

(名 称)

第 1条 本会は、わたSHIGA輝 く国スポ・障スポ草津市実行委員会 (以下「実行委員会」とい う。)

と称する。

(目 的)

第 2条 実行委員会は、第 79回国民スポーツ大会および第 24回全国障害者スポーツ大会において、

草津市で開催 される競技会 (以下 「競技会」という。)の 円滑な運営に関し、必要な事業を行 うこと

を目的とする。

(所掌事項)

第 3条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行 う。

(1)競技会の開催に必要な方針および計画の決定に関すること。

(2)競技会の開催にかかる準備に関すること。

(3)競技会の開催に必要な施設および設備の整備に関すること。

(4)競技会の開催および準備のための経費に関すること。

(5)関係競技団体、関係団体および関係機関との連絡調整に関すること。

(6)そ の他、実行委員会の目的達成に必要な事項に関すること。

第 2章 組織

(組織 )

第 4条 実行委員会は、会長および委員をもつて組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者の うちから会長が委口属する。

(1)草津市を代表する者

(2)草津市議会を代表する者

(3)関係競技団体、関係団体および関係機関を代表する者

(4)そ の他会長が特に必要と認める者

(役員 )

第 ら条 実行委員会に次の各号に掲げる役員を置く。

(1)会長    1名
(2)副会長  10名 以内

(3)常任委員 60名 以内

(4)監事    2名
(役員の選任 )

第 6条 会長は、草津市長をもつて充てる。
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2 副会長、常任委員および監事は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委嘱する。

(役員の職務 )

第 7条 会長は、実行委員会を代表 し、会務を総理する。ただし、会長が代表者である法人その他の団

体との契約その他の法律行為 (民事上のものに限る。)については、あらかじめ会長が定めた副会長
が実行委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐 し、会長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ会長が指名

した順位により、その職務を代理する。

3 常任委員は、常任委員会を構成 し、第 12条第 6項に規定する事項を審議する。

4 監事は、実行委員会の財務を監査する。

(任期等)

第 8条 委員および役員 (以下 「委員等」という。)の任期は、委嘱されたときから実行委員会の目的

が達成され、解散 したときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞれの所属の団体また

は機関の役職を離れた場合は、その委員等は辞任 したものとみなし、その後任者が前任者の残任期

間を務めるものとする。

2 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応 じて補充することができ

る。

3 会長は、前 2項の規定により委員等の変更があったときは、次の総会において報告する。 
タ

4 委員等は、無報酬とする。

(顧問および参与)

第 9条 実行委員会に顧問および参与を置くことができる。

? 顧問および参与は、会長が委嘱する。

3 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応 じ、助言を行 う。

4 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応 じ、助言を行 う。

5 前条の規定は、顧問および参与の任期等について準用する。

第 3章 会議

(会議の種類 )

第 10条 実行委員会に次に掲げる会議を置く。

(1)総会

(2)常任委員会

(3)専門委員会

(総会)

第 11条 総会は、会長および委員をもつて構成する。

2 総会は、必要に応 じて、会長が招集する。

3 総会の議長は、会長または会長が指名する者がこれに当たる。

4 総会は、次に掲げる事項について審議 し、議決する。

(1)競技会の開催にかかる基本方針に関すること。

(2)会則の制定および改廃に関すること。

(3)事業計画および事業報告に関すること。

(4)予算および決算に関すること。

(5)常任委員会に委任する事項に関すること。
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(6)その他重要な事項に関すること。

5 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会 し、議決することができない。

6 総会に出席することができない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委

任 し、または書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席 したものとみ

なす。

7 総会の議事は、出席委員 (代理人に権限を委任 し、または書面で議決に加わった者を含む。)の過

半数をもつて決 し、可否同数のときは、議長の決するところによる。コ

8 会長は、必要があると認めるときは、委員に、事前に送付 した議案に対し書面をもつて表決を求

め、その結果を総会の議決に代えることができる。

9 会長は、必要に応 じて、顧問または参与に総会への出席を求めることができる。

(常任委員会)

第 12条 常任委員会は、会長、副会長および常任委員をもつて構成する。

2 委員長は会長をもつて充て、副委員長は副会長をもつて充てる。

3 委員長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する副委員長がその職

務を代理する。

4 常任委員会は、必要に応 じて、委員長が招集する。

5 常任委員会の議長は、委員長または委員長が指名 した者がこれに当たる。

6 常任委員会は、次に掲げる事項について審議 し、決定する。

(1)総会から委任 された事項に関すること。

(2)専門委員会の設置および専門委員会への付託に関すること。

(3)総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。

(4)その他委員長が必要と認める事項に関すること。

7 常任委員会は、前項第 2号に規定する付託事項のうち、必要と認める事項については、専門委員会

に委任することができる。

8 常任委員会は、第 6項の規定により審議 し、決定 した事項および次条第 3項の規定により専門委

員会から報告があつた事項を、必要に応 じて、次の総会に報告するものとする。

9 前条第 5項から第 8項までの規定は、常任委員会において準用する。

(専門委員会 )

第 13条 専門委員会は、会長が委嘱 した専門委員をもつて構成する。

2 専門委員会は、常任委員会から付託された事項について調査審議 し、その結果を常任委員会に報

告 しなければならない。

3 専門委員会は、常任委員会から委任された事項について審議決定し、その結果を、必要に応 じて、

常任委員会に報告するものとする。

4 前 3項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員会に諮つた上で、

会長が別に定める。

5 第 8条の規定は、専門委員会の任期等について準用する。

第 4章 会長の専決処分

(会長の専決処分)

第 14条 会長は、総会および常任委員会 (以下 「総会等」という。)を招集するいとまがないとき、

または総会等の権限に属する事項で軽易なものについては、これを専決処分することができる。
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2 会長は、前項の規定により、専決処分をしたときは、これを次の総会等において報告し、その承認
を得なければならない。

第 5章 事務局

(事務局)

第 15条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局に事務局長およびその他の職員を置く。

3 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第 6章 会計

(経費)

第 16条 実行委員会の経費は、負担金およびその他の収入をもつて充てる。

(予算および決算)

第 17条 実行委員会の予算は、総会の議決を得なければならない。

2 実行委員会の決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度 )

第 18条 実行委員会の会計年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 までとする。ただし、令
和 8年度についてはこの限りでない。

2 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。

第 7章 解散

(解散)

第 19条 実行委員会は、第 2条の目的が達成されたとき、総会の承認を得て、解散する。
2 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の承認を得て、草津市に帰属するものとす
る。

第 8章  ネ甫貝1

(委任)

第 20条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が別に定め
る。

付則

(施行期日)

1 この会則は、令和 3年 10月 29日 から施行する。

付則

(施行期日)

1 この会則は、令和 4年 8月 29日 から施行する。

(経過措置)

2 この会則の施行の際、現に第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会草津市
準備委員会の役員、委員、顧間、参与である者は、この会則の規定により委口属されたものとみなす。
3 この会則の施行の際、現にある第 79回国民スポーツ大会・第 24回全国障害者スポーツ大会
草津市準備委員会の方針、計画、関係諸規定中「第 79回国民スポーツ大会 ,第 24回全国障害
者スポーツ大会草津市準備委員会」とあるのは「わたSHIGA輝 く国スポ・障スポ草津市実行
委員会」と読み替えるものとする。
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輸送交通宿泊衛生競技式典総務企画O常任委員会付託事項の調

査審議
○常任委員会委任事項の審

決定

O総会委任事項の審議 L決定
○専門委員会の設置及び付託
(委任)事項の審議 B決定

O基本方針の決定

O事業計画・予算の審議

O事業報告・決算の承認

○常任委員会への審議委任

常任委員会 【決定機関】

専門委員会 【調査機関】 ※各委員会毎に、委員長、副委員長、委員で構成

総会 【最高議決機関】 ※議決権者:会長、副会長、常任委員、監事、委員

実行委員会事務局 (教育委員会事務局スポーツ大会推進

わたSHIGA輝 く国スポ・障スポ草津市実行委員会組織図 参考資料2

長

長〈
ム

〈
ム　
割即

市長

市議会議長、市スポーツ協会会長、市商工会議所会頭、市まちづくり協議会連合会会長

副市長、市教育委員会教育長

市議会代表、市スポーツ協会副会長、その他関係機関・団体

市監査委員

国会議員、県議会議員

市議会議員、報道関係

その他関係機関・団体

市長

市議会議長、市スポーツ協会会長、市商工会議所会頭、市まちづくり協議会連合会会長、

副市長、市教育委員会教育長

市議会代表、市スポーツ協会副会長、その他関係機関・団体

報告

報 告

員

事

問

与

員

委任常

監

顧

参

委

長

長

　

口只

白貝葬
　陣

委

副

　

常

付託・

委任

総合計画、

広報計画、

市民運動推進など

競技運営計画、
競技施設整備計画

など

宿泊計画、

医療救護計画、

食品衛生計画、

環境衛生計画など

輸送計画、

交通計画、

警備計画、

消防防災計画など
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参考資料 3

令不日3年 10月 29日

第 1回総会決定

第 79

草津市準備委員会総会から常任委員会への委任事項

第 79回国民スポーツ大会 。第 24回全国障害者スポーツ大会草津市準備委員会会則第 11条第 4

項第 5号の規定に基づく常任委員会への委任事項は、次 (π)と お りとする。

1 開催準備の総合企画および運営に関すること

2 広報、市民運動および歓迎に関すること

3 競技運営、競技会場および式典に関すること

4 宿泊、医療救護および衛生に関すること

5 輸送、交通、警備および消防に関すること

6 その他会務に必要な事項に関すること

ロ 国民スポ‐ツ大会・第 24 全国障害者スポーツ大会口
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